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弁護士

従来の法曹養成制度

大学法学部

他 学 部

社 会 人 等

点(試験)による選抜

現行司法試験

法曹養成制度の流れ

法科大学院を中核とする,プロセス重視の法曹養成制度へ

新しい法曹養成制度

予備試験
(Ｈ23年～)

プロセスによる養成

新司法試験
(Ｈ18年～)

司法修習

大学法学部

他 学 部

社 会 人 等

法科大学院

裁判官

検察官

弁護士

法曹養成のため
の理論的・実践
的な教育

法科大学院の教
育内容を踏まえ
た試験

実務を中核とした
修習

法科大学院課程の
修了者と同等の学
識及びその応用能
力並びに法律に関
する実務の基礎的
素養を有するかを判
定
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